
 

内部統制システムの基本方針 

 

当社が社名に冠する「バリュエンス」は、価値を示す「Value（バリュー）」、知識や知見

を示す「Intelligence（インテリジェンス）」、経験や体験を示す「Experience（エクスペリ

エンス）」を掛け合わせた造語であり、この名のとおり、価値を見抜き、または新しく生み

出し、私たちに携わるあらゆる方、一人ひとりの人生を変える価値を提供する企業として、

株主の皆様をはじめ、お客様、取引先、使用人ひいては社会全体との共栄および当社の持続

的な成長と企業価値の最大化を目指している。 

この実現のために、コーポレート・ガバナンスの充実・強化に努めていくことが、内部統

制システムの適切な構築・運用が重要な経営課題であるとの認識から、取締役会において内

部統制システムの構築に関する基本方針を決定し、同時に関連する社内諸規程を整備して

おります。  

また、構築した内部統制システムが設計したとおりに運用され、成果を挙げているかを検

証する仕組みとしては、取締役会によるチェックに加え、 当社グループ全体の内部規律統

制体制の構築・強化と対外的なリスク対応するために定期的に内部統制システムの見直し

を実施しております。 

 

１． 当社及び子会社の取締役、執行役員及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合す

ることを確保するための体制  

（１）株主の皆様やお客様をはじめ、取引先、地域社会、役職員等の各ステーク・ホル

ダーに対する社会的責任を果たすため、持続的成長と企業価値の向上を経営上

の基本方針とし、その実現のため、「コンプライアンス規程」を制定し、当社及

び子会社の役職員が、法令・定款等を遵守することの徹底を図るとともに、内部

監査室が当社及び子会社の内部監査を実施する。また、内部通報制度を含むリス

ク管理体制の強化に取り組み、内部統制システムの充実に努める。 

（２）使用人に法令・定款等の遵守を徹底するため、「コンプライアンス規程」、「行動

指針」を制定し、コンプライアンスに関する内部統制機能の強化を継続的に行え

る体制を推進・維持する。 

（３）使用人が、コンプライアンスに違反する行為を発見した場合の報告体制として  

の内部通報制度を構築するため、「内部通報に関する規程」を制定し、社内窓口

に加え、第三者機関（顧問弁護士）への通報も可能とする。 

 

２． 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

 株主総会、取締役会の議事録、経営及び業務執行に関わる重要な情報・文書について

は、法令、「取締役会規程」、「経営執行会議規程」、「稟議規程」、「文書管理規程」、等の



 

社内諸規程及び関連マニュアルに従い、適切に保存し管理する。 

 

３． 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

（１） 当社は代表取締役を委員長とする「リスクマネジメント委員会」を設置し、リ

スク管理に対する体制、方針等を決定、子会社を含む当社グループのリスク管

理体制を評価、必要に応じて改善するとともに、リスク管理部門として法務部

がリスク管理活動を統括し、「リスクマネジメント規程」の整備と検証・改正を

図る。 

（２） 大規模災害等が発生した場合に備え、事業継続計画（ＢＣＰ）を策定する等、 

緊急時の体制を整備する。 

 

 

４． 当社及び子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体

制 

（１） 当社及び子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保する

ため、取締役会の運営に関することを「取締役会規程」に定めるとともに、定

例の取締役会を月 1 回開催し、重要事項の決定及び業務執行状況の監督等を行

う。また、必要に応じて臨時開催する。 

（２） 執行役員制度を執ることにより、取締役は経営の迅速化、監督機能の強化など

経営機能に専念し、業務執行権限を執行役員に委譲して執行責任を明確にする。 

（３） 「取締役会規程」に則り、社外取締役を含めた取締役会で、経営の執行方針、

法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定し、業務執行状況

を監督する。 

（４） 取締役会における取締役等の指名及び報酬等の意思決定プロセスの公正性・透

明性・客観性の確保と説明責任を強化するため、任意の指名・報酬委員会を設

置し、複数の独立社外取締役をその構成員とする。委員会は、取締役等の指名

及び報酬等について審議した結果を取締役会に答申する。 

（５） 取締役は、ＩＴを活用した情報システムを構築して、迅速かつ的確な経営情報 

の把握に努める。 

 

５．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

（１） 当社は、バリュエンスグループにおけるコンプライアンス方針などを通じて、

子会社の遵法体制その他その業務の適正を確保するための体制の整備に関す

る指導および支援を行う。 

（２） 当社は、各子会社へ取締役および監査役を必要に応じて派遣することにより、

経営の健全性および効率性の向上をはかる。子会社の業務遂行に関する管理は、



 

総務部が統括し、子会社は、「関係会社管理規程」に定める承認事項については、

当社へ報告し、定期的に業務進捗情報の報告を実施し、経営管理情報・危機管

理情報の共有を図りながら、業務執行体制の適正を確保する。 

（３） 子会社の事業運営に関する重要な事項については、「関係会社管理規程」に従い、 

当社の経営執行会議での審議および取締役会への付議を行う。 

（４） 代表取締役は、子会社の損失の危険の発生を把握した場合、直ちにその内容、

発生する損失の程度及び当社に対する影響等について、当社の取締役会に報告

を行う。 

（５） 内部監査室は「内部監査規程」に基づき、定期的に当社および子会社の監査を

行う。 

 

６．監査等委員会の職務を補助する取締役及び使用人に関する事項及び当該取締役及び使 

用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項並びに当 

該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 

（１） 当社は、監査等委員会の職務を補助する取締役及び使用人は配置していないが、

監査等委員会が求めた場合には、当該取締役及び使用人を任命、配置すること

ができる。 

（２） 監査等委員会の職務を補助する取締役及び使用人の任命・異動については、監

査等委員会の同意を必要とする。 

（３） 監査等委員会の職務を補助する取締役及び使用人への指揮権は監査等委員会に

移譲されたものとし、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の指揮命令は

受けない。また、当該取締役及び使用人の評価については、監査等委員会の意

見を聴取する。 

 

７．取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委員会に報告するため  

の体制その他の監査等委員への報告に関する体制 

（１）監査等委員である取締役は、取締役会に出席し、また、経営執行会議等の重要 

会議に出席することができ、当社における重要事項や損害を及ぼすおそれのあ

る事実等について報告を受ける。 

  （２）監査等委員である取締役は、必要に応じて経営企画部並びに内部監査室から報 

告を受ける。 

（３）取締役及び使用人は、取締役会及び重要な会議に付議する重要事項、内部監査 

の実施状況、その他必要な重要事項を監査等委員会に報告する。 

（４）取締役及び使用人は、監査等委員会から報告を求められた場合には、速やかに 

必要な報告及び情報提供を行う。 

 



 

８．当社の子会社の取締役・監査役等及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が 

 監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制 

 当社の子会社の取締役、監査役等及び使用人は、当社の子会社の経営、業績に著しい

影響を与える重要な事項や重大な法令・定款違反行為その他会社に著しい損害を与え

る事項を発見した場合には、速やかに当社の監査等委員会に報告する。 

 また、当社の子会社の取締役、監査役等及び使用人は、当社の監査等委員会から報告

を求められた場合には、速やかに必要な報告及び情報提供を行う。 

 

９．監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けな 

いことを確保するための体制 

   当社の定める「内部通報に関する規程」において、通報者に対していかなる不利益も

行ってはならない旨を規定しているが、前号の監査等委員会への報告についても同様

とする。 

 

10．監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職 

務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項 

   監査等委員がその職務の執行について、当社に対し費用の前払等の請求をした際に 

は、担当部門において審議の上、当該請求に係る費用または債務が監査等委員会の職務

の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理

する。 

 

11．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

   監査等委員会は、代表取締役と定期的に会合を開き、意思の疎通及び意見交換を実施

する。 

また、監査等委員会は、会計監査人及び内部監査室と必要に応じ相互に情報及び意見

交換を行うなど連携を強め、監査の実質的向上を図る。 

 

12．財務報告の信頼性を確保するための体制 

   当社は、財務報告の信頼性の観点から、内部統制の４つの目的である業務の有効性及

び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守及び資産の保全は相互に

密接に関連していると認識している。そのため、経営者は、内部統制システムの制定や

内部監査人等の全体監査の報告を通じ、財務報告に係る内部統制の整備、評価を実施し、

継続的な改善を図る。 

 

13．反社会的勢力排除に向けた体制整備 

   当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体との関係を遮断・排



 

除する。また、取締役及び使用人は、反社会的勢力に常に注意を払うとともに、事案の

発生時には、「反社会的勢力対応規程」及び「反社会的勢力対応マニュアル」に従い、

関係行政機関や法律の専門家と緊密に連携し、組織全体として速やかに対処できる体

制を整備する。 

 

以上 

 

附則 

１．平成 28 年 10 月 20 日に制定し、同日施行する。 

２．令和１年 11 月 22 日に改定し、同日施行する。 

３．令和２年 11 月 20 日に改定し、同日施行する。 

４．令和３年５月 27 日に改定し、令和 3 年６月 1 日より施行する。 


